
【
抄
録
】

京
都
府
八
幡
市
男
山
に
鎮
座
す
る
石
清
水
八
幡
宮
に
は
、
古
文
書
や
古
典
籍
が

数
多
く
伝
来
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
石
清
水
八
幡
宮
古
文
書
と
し
て
、
国
の
重
要

文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
古
典
籍
の
中
に
、
昭
和
二
十
二
年
の
社
務
所

の
火
災
で
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
の
現
存
を
確
認
し
た
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
の
書
誌
調
査
と
、
諸
本
と
の
比
較

を
行
い
、
石
清
水
八
幡
宮
本
が
諸
本
の
内
、
最
善
本
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。

ま
た
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
は
、『
八
幡
愚
童
訓
』
な
ど
の
八
幡
縁
起
と
関
連

す
る
と
と
も
に
、
八
幡
神
（
八
幡
大
菩
薩
）
と
い
う
、
神
仏
の
霊
験
や
信
仰
を
主

題
と
し
た
説
話
集
で
も
あ
る
た
め
、
中
世
文
学
史
に
お
け
る
『
八
幡
宮
寺
巡
拝

記
』
の
文
学
史
的
意
義
も
確
認
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』、『
八
幡
愚
童
訓
』、
八
幡
信
仰
、
八
幡
縁

起
、
中
世
説
話
集

序
京
都
府
八
幡
市
男
山
に
鎮
座
す
る
石
清
水
八
幡
宮
が
所
蔵
す
る
古
文
書
や
古
典

籍
は
、
石
清
水
八
幡
宮
古
文
書
と
し
て
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
目
録
で
あ
る
、『
続
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
』
全
三
冊
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
内
、『
続
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
一

田
中
家
文
書
目
録

（
�
）
㈠
』（
以
下
、『
文
書
目
録
』。）
に
著
録
さ
れ
る
、『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』（
以
下
、

本
書
。）
の
書
誌
調
査
を
基
に
、
諸
本
に
お
け
る
位
置
付
け
や
、
中
世
文
学
史
に

お
け
る
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

一
、
書
誌
と
諸
本

『
文
書
目
録
』
は
、
本
書
を
次
の
よ
う
に
著
録
す
る
。

桐
十
一
│
㉒

八
幡
宮
寺
巡
拝
記
上
中
下

一
冊

縦
二
八
・
四

横
二
二
・
八

（
五
七
枚
）

（
奥
書
）

「
寛
永
二
年
二
月
廿
一
日
教
清
（
花
押
）」

こ
の
目
録
に
記
載
さ
れ
る
本
書
の
書
誌
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

写
本
、
袋
綴
一
冊
。
法
量
は
、
縦
二
六
・
一
糎
、
横
二
一
・
〇
糎
。
表
紙
は
墨

流
し
、
外
題
は
表
紙
左
肩
に
「
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
上
中
下
」
と
打
ち
付
け
書
き

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
考

筒

井

大

祐



し
、
右
肩
に
「
桐

十
一
之
箱

四
十
六
巻
之
内
」、
右
下
に
「
二
十
二
」
と
い

う
付
箋
を
貼
る
。
内
題
は
「
八
幡
宮
巡
拝
記

上

正
八
幡
宮
」
と
あ
る
。
墨
付

本
文
は
補
修
の
際
に
、
上
部
を
切
り
詰
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
三
、
四
丁
目
に
裏

打
ち
が
あ
る
。
前
二
紙
に
当
た
る
遊
紙
一
紙
と
墨
付
本
文
一
丁
は
楮
紙
で
、
こ
の

本
文
は
、
墨
付
本
文
二
丁
目
以
降
の
書
写
本
文
と
は
別
筆
で
、
後
補
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
本
来
の
書
写
本
文
は
二
丁
目
以
降
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
料
紙
は
鳥
の
子

で
あ
る
。
一
紙
は
十
行
詰
め
で
、
墨
付
本
文
は
全
五
二
丁
、
後
二
丁
が
遊
紙
で
あ

る
。
最
末
尾
の
遊
紙
の
表
中
央
に
朱
筆
で

寛
永
二
年
二
月
廿
一
日

教
清

と
記
す
。
本
書
に
は
、
書
写
奥
書
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
書
写
年
次
や
書
写

状
況
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』（
以
下
、『
巡
拝
記
』。）
の
諸
本
を
確
認
す
る
。

（
�
）

『
国
書
総
目
録
』
に
は
、
以
下
の
四
本
の
所
蔵
が
著
録
さ
れ
る
。

京
都
大
学
附
属
図
書
館

東
京
大
学
史
料
編
纂
所

大
倉
山
精
神
文
化
研
究
所

尊
経
閣
文
庫

（
�
）

さ
ら
に
新
間
水
緒
氏
は
、
こ
の
他
に
東
寺
観
智
院
所
蔵
本
（
以
下
、
観
智
院

本
。）
を
報
告
さ
れ
た
。
な
お
、
続
群
書
類
従
本
『
八
幡
愚
童
訓
』
乙
本
に
は
、

現
存
諸
本
に
は
見
え
な
い
説
話
を
「
巡
拝
記
云
」
と
引
用
し
て
い
る
が
、
現
在
で

（
�
）

は
、
逸
文
し
か
確
認
で
き
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
諸
本
に
加
え
な
い
。

さ
て
、『
国
書
総
目
録
』
著
録
の
四
本
の
内
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本

（
以
下
、
京
大
本
。）
以
外
の
三
本
は
、
石
清
水
八
幡
宮
に
所
蔵
さ
れ
た
伝
本
の
転

写
本
で
あ
る
。
こ
の
転
写
本
の
原
本
は
、
か
つ
て
近
藤
喜
博
氏
が
古
典
文
庫
第
三

（
�
）

八
冊
『
中
世
神
仏
説
話
』
の
解
説
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
た
。

本
書
は
縦
八
寸
八
分
、
横
六
寸
四
分
の
冊
子
本
で
、
上
中
下
合
一
冊
で
あ

る
。
表
題
に
は
「
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
」
と
し
、
巻
頭
の
内
題
は
「
八
幡
宮
巡

拝
記
」
と
し
て
後
世
の
筆
に
な
り
、
一
紙
に
九
行
を
収
め
、
一
行
は
二
十
六

字
詰
を
中
心
と
す
る
も
不
同
で
あ
る
。
奥
に
朱
筆
を
以
て
「
寛
永
二
年
二
月

廿
一
日

教
清
（
花
押
）」
と
あ
る
が
、
本
文
と
は
全
く
別
筆
で
、
恐
ら
く

所
蔵
者
名
と
認
め
た
い
。
一
方
、
本
文
は
古
体
の
仮
名
を
所
々
に
使
用
し
て

い
る
点
、
更
に
字
体
筆
勢
な
ど
を
含
め
た
全
体
的
な
感
じ
で
は
、
足
利
初
期

は
降
ら
な
い
古
写
本
と
認
め
る
事
が
出
来
る
。

近
藤
氏
は
、
こ
の
解
説
で
石
清
水
八
幡
宮
所
蔵
の
『
巡
拝
記
』
の
書
誌
を
示
さ

れ
た
が
、
こ
の
解
説
の
問
題
は
、
次
の
一
文
で
あ
る
。

因
に
原
本
は
客
年
の
石
清
水
八
幡
宮
社
務
所
の
火
災
で
焼
滅
し
て
い
る
の

で
、
今
回
は
大
倉
山
文
化
研
究
所
影
写
本
に
よ
り
て
校
訂
し
た
。

近
藤
氏
が
指
摘
さ
れ
る
「
客
年
の
石
清
水
八
幡
宮
社
務
所
の
火
災
」
と
は
、
昭

和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
の
火
災
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
解
説
以
降
、
研
究
史

で
は
、
古
典
文
庫
の
原
本
と
な
っ
た
石
清
水
八
幡
宮
所
蔵
の
『
巡
拝
記
』
は
、
焼

失
し
た
も
の
と
扱
わ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
石
清
水
八
幡
宮
に
現
存
す
る
本
書
に
は
、
奥
書
に
朱
筆
で
「
寛
永

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
五
号

二



二
年
二
月
廿
一
日

教
清
（
花
押
）」
と
あ
り
、
ま
た
写
本
の
体
裁
が
、
近
藤
氏

が
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
古
典
文
庫
本
の
原
本
と
一
致
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
書
と
、
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
古
典
文
庫
の
原
本
が
同
一
で
あ
る
か

を
、
近
藤
氏
が
古
典
文
庫
本
の
校
訂
本
に
挙
げ
ら
れ
た
、
大
倉
山
文
化
研
究
所

（
�
）

（
現
、
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
附
属
図
書
館
）
所
蔵
の
影
写
本
（
以
下
、
大
倉

本
。）
を
用
い
て
検
討
し
た
い
。

大
倉
本
に
は
、
次
の
書
写
奥
書
が
あ
る
。

右八
幡
宮
寺
巡
拝
記

上
・
中
・
下

京
都
府
綴
喜
郡
八
幡
町
八
幡
庄
石
清
水
八
幡
宮
所
蔵

昭
和
四
年
五
月

寫

了

こ
の
書
写
奥
書
か
ら
、
大
倉
本
は
石
清
水
八
幡
宮
の
社
務
所
が
火
災
に
遭
っ
た

昭
和
二
十
二
年
以
前
の
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
石
清
水
八
幡
宮
所
蔵
本

（
以
下
、
石
清
水
本
）
を
影
写
し
た
伝
本
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
。

大
倉
本
の
特
徴
は
、
影
写
に
際
し
て
、
石
清
水
本
の
本
文
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

虫
損
の
形
ま
で
写
し
取
っ
て
い
る
点
や
、
石
清
水
本
の
状
態
を
朱
筆
で
記
し
た
付

箋
を
貼
付
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
朱
筆
の
付
箋
は
三
箇
所
に
貼
付
さ
れ
て

お
り
、
各
々
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

・
次
ノ
「
事
ナ
シ
」
ノ
三
字
此
処
ニ
入
ル
ベ
シ
原
書
ニ
ハ
此
符
号
ア
リ

・
原
本
ニ
願
字
ヲ
書
シ
テ
磨
殺
シ
タ
ル
形
迹
ア
リ
テ
其
侭
ト
ナ
レ
リ

・
原
本
ニ
文
字
ヲ
磨
殺
シ
タ
ル
形
迹
ヲ
存
ス

こ
の
大
倉
本
の
付
箋
の
注
記
は
、
本
書
の
当
該
箇
所
と
形
状
が
一
致
し
て
お

り
、
ま
た
本
書
と
大
倉
本
は
、
本
文
や
虫
損
の
形
も
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
本
書
は
大
倉
本
が
影
写
に
用
い
た
原
本
で
あ
り
、
近
藤
氏

が
、
す
で
に
火
災
で
焼
失
し
た
と
さ
れ
た
、
古
典
文
庫
の
原
本
そ
の
も
の
と
認
め

ら
れ
る
。

但
し
、
本
書
は
一
紙
に
十
行
を
収
め
る
が
、
大
倉
本
は
一
紙
に
九
行
し
か
な
い

た
め
、
本
書
と
大
倉
本
は
、
墨
付
本
文
と
丁
数
が
異
な
っ
て
い
る
。
近
藤
氏
が
解

説
で
、「
一
紙
に
九
行
を
収
め
」
と
記
す
の
は
、
本
書
の
行
数
で
は
な
く
、
大
倉

本
の
行
数
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
本
書
の
後
補
さ
れ
た
前
二
紙
の
内
、
墨
付
本
文
が
大
倉
本
と
一
致
す

る
点
か
ら
、
本
書
の
後
補
は
、
大
倉
本
が
影
写
さ
れ
た
昭
和
四
年
以
前
で
あ
る
と

判
断
で
き
る
。

さ
て
、『
巡
拝
記
』
を
収
録
す
る
古
典
文
庫
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
十

五
（
一
九
五
〇
）
年
で
あ
る
。
昭
和
二
十
二
年
の
社
務
所
の
火
災
で
は
、
足
利
義

教
奉
納
の
石
清
水
八
幡
宮
縁
起
絵
巻
や
松
花
堂
昭
乗
筆
の
八
幡
大
菩
薩
の
絵
像
な

（
�
）

ど
が
焼
失
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
社
宝
が
焼
失
す
る
と
い
う
混
乱
の
中
で
、『
巡

拝
記
』
も
焼
失
し
た
と
い
う
誤
解
が
、
近
藤
氏
の
解
説
に
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
石
清
水
八
幡
宮
で
の
古
文
書
、
古
典
籍
の
調
査
の
過
程
で
本
書

は
再
発
見
さ
れ
、『
文
書
目
録
』
に
著
録
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
現
存
が
明
ら
か

と
な
っ
た
後
も
、
詳
し
く
調
査
さ
れ
る
事
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
次
に
、
本
書
の
『
巡
拝
記
』
諸
本
に
お
け
る
位
置
付
け
を
改
め
て
検
討

し
た
い
。

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
考
（
筒
井
大
祐
）

三



二
、
諸
本
に
お
け
る
本
書
の
位
置
付
け

『
国
書
総
目
録
』
著
録
の
『
巡
拝
記
』
諸
本
の
内
、
京
大
本
以
外
の
三
本
は
、

本
書
の
転
写
本
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
書
と
比
較
す
る
伝
本
と
し
て
、
観
智
院

（
�
）

（
�
）

本
と
京
大
本
を
取
り
上
げ
る
。

（

）

こ
れ
ら
の
伝
本
は
、
新
間
氏
に
よ
り
各
々
、
取
り
上
げ
て
論
考
さ
れ
て
い
る
の

で
、
そ
れ
を
基
に
、
三
書
の
関
係
を
再
検
討
す
る
。
な
お
、
新
間
氏
は
古
典
文
庫

所
収
本
を
、
奥
書
の
所
蔵
者
名
か
ら
、
教
清
本
と
呼
称
さ
れ
る
。

先
ず
、
観
智
院
本
の
書
写
奥
書
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
校
畢

本
奥
書
云

于
時
厂
广
三
庚辰
五
十
壬戌
申
剋
於
左
女
牛
亭
筆
功
終
宗
便
春
秋
六
旬

於
同
所
同
十
七
日
己
巳
已
初
一
校
了
天
陰

上
下
帖
悉
任
證
本
令
書
写
之
間
不
審
千
万
然
者
後
見
仁

被
直
之
者
併
可
資
大
菩
薩
法
楽
者
也
必
々

延
文
三
年
戊
戌
四
月
廿
一
日
於
梅
津
令
書
写
訖

観
智
院
本
は
、
そ
の
書
写
奥
書
か
ら
、
本
奥
書
に
あ
る
暦
応
三
（
一
三
四
〇
）

年
に
「
左
女
牛
亭
」
で
書
写
さ
れ
た
伝
本
を
、
延
文
三
（
一
三
五
八
）
年
に
「
梅

津
」
で
書
写
し
た
伝
本
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

新
間
氏
は
、
こ
の
奥
書
に
つ
い
て
、

さ

め
う
し

文
中
「
於
左
女
牛
亭
」
と
あ
る
が
、
左
女
牛
に
は
六
条
左
女
牛
八
幡
宮
（
若

宮
八
幡
宮
・
天
喜
元
年
源
頼
義
創
建
）
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
本
奥
書

を
書
い
た
人
物
は
、
同
八
幡
宮
と
何
ら
か
の
関
係
を
有
す
る
者
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
奥
書
中
「
梅
津
」
は
、
東
寺
領
山
城
国
桂
上
野
庄
と
隣
接
し
、『
東

寺
百
合
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
梅
津
に
も
東
寺
の
散
在
名
主
が
存
在
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
、
東
寺
関
係
者
の
居
住
も
し
く
は
往
来
が
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
奥
書
を
書
い
た
人
物
は
、
梅
津
に
関
係
の
深
い
東
寺
関
係
者
と

推
定
さ
れ
、
そ
の
人
物
が
本
書
を
観
智
院
に
伝
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

と
、
観
智
院
本
は
、
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
文
書
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
書
写

者
も
東
寺
関
係
者
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
観
智
院
本
の
内
容
を
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

奥
書
中
に
「
上
下
帖
悉
任
證
本
令
書
写
」
云
々
と
あ
り
、
上
下
二
巻
に
分
か

れ
て
い
た
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
下
巻
し
か
そ
の

存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
本
文
は
京
大
本
や
教
清
本
と
あ
ま
り
異
同
は

な
い
が
、
所
々
両
本
よ
り
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
・
・
・
ま
た
両
本
に
共
通

し
て
見
ら
れ
る
注
記
や
錯
簡
は
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
観
智
院
本
は
、
現

存
諸
本
の
中
で
は
『
巡
拝
記
』
祖
本
に
最
も
近
い
伝
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
こ
の
本
は
、
京
大
本
や
教
清
本
に
は
存
在
し
て
い
な
い
説
話
を
一

話
記
載
し
て
お
り
、
こ
の
両
本
と
は
明
ら
か
に
別
系
統
で
あ
る
。
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新
間
氏
は
、
観
智
院
本
を
「
現
存
諸
本
の
中
で
は
、『
巡
拝
記
』
祖
本
に
最
も

近
い
伝
本
で
あ
る
」
と
し
て
、『
巡
拝
記
』
の
古
態
を
留
め
る
伝
本
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
た
が
、
本
書
や
京
大
本
と
は
別
系
統
の
伝
本
と
さ
れ
た
。

次
に
、
京
大
本
の
奥
書
を
示
す
。

右
此
記
録
者
冷
泉
院
雖
為
勅
筆

治
承
四
年
焼
失

畢
多
愁
歎
処
俗
別
当
紀
則
吉
集
旧
記
奉
注
之
者
也

明
応
次
季
乙
卯
三
月
十
九
日

于
時
寛
文
六
丙
午
六
月
三
日

右
此
一
巻
者
松
本
坊
椙
本
坊
以
両
本
令

書
写
畢

祐
筆
秋
山
小
七
良

于
時
宝
永
三
丙
戌
仲
呂
十
五
日

恵
乗
之

右
以
本
書
写
校
合
訖

助
筆
性
善

于
時
正
徳
四
年
甲
午
五
月
日

雄
徳
山
太
西
坊
覚
運

新
間
氏
は
、
京
大
本
の
奥
書
か
ら
「
石
清
水
八
幡
宮
の
宿
院
に
伝
え
ら
れ
た
も

の
」
と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
成
立
状
況
を
詳
述
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
京
大
本
は

明
応
四
（
一
四
九
五
）
年
の
本
奥
書
を
有
す
る
、
正
徳
四
（
一
七
一
四
）
年
の
書

写
本
で
あ
り
、
石
清
水
八
幡
宮
の
宿
院
に
伝
来
し
た
点
の
み
を
確
認
す
る
に
留
め

る
。新

間
氏
は
、
さ
ら
に
本
書
と
京
大
本
に
共
通
す
る
注
記
を
挙
げ
ら
れ
た
上
で
、

教
清
本
と
京
大
本
は
右
の
様
に
一
致
す
る
注
記
が
あ
る
反
面
、
本
文
に
細
か

な
異
同
が
あ
り
、
ま
た
漢
字
と
片
仮
名
の
書
き
分
け
に
お
い
て
、
一
致
し
な

い
箇
所
が
か
な
り
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
本
は
別
々
に

伝
写
さ
れ
て
き
た
本
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
次
に
あ
げ

る
三
点
か
ら
考
え
て
、
も
と
は
同
一
の
原
本
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ

ら
く
そ
の
段
階
の
『
巡
拝
記
』
に
、
こ
の
二
本
に
共
通
し
て
い
る
注
記
と
錯

簡
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
三
点
と
は
す
な
わ
ち

⑴
京
大
本
の
増
補
部
分
を
除
い
た
所
収
説
話
が
両
本
で
一
致
す
る
こ
と
。

⑵
互
い
に
共
通
す
る
注
記
が
あ
る
こ
と
。

⑶
錯
簡
と
お
ぼ
し
き
箇
所
も
一
致
す
る
こ
と
│
教
清
本
下
巻

話
（
京
大
本

下
巻
第

話
）
末
尾
が
、
下
巻
第

話
（
同
第

話
）
に
混
入
し
て
い
る

│
。

と
、
両
書
は
所
収
説
話
を
は
じ
め
、
注
記
や
錯
簡
な
ど
が
一
致
す
る
と
さ
れ
な
が

ら
も
、教

清
本
と
京
大
本
は
字
句
や
注
記
の
場
所
が
異
な
る
な
ど
の
相
違
点
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
『
巡
拝
記
』
と
教
清
本
は
同
系
統
の
本
で
は
あ
っ
て
も
直

接
的
な
兄
弟
関
係
で
は
な
く
、
や
や
離
れ
た
親
戚
関
係
に
あ
る
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

と
、
本
書
と
京
大
本
の
相
違
点
か
ら
、
両
書
の
関
係
を
「
や
や
離
れ
た
親
戚
関

係
」
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。

以
上
の
指
摘
を
基
に
、
本
書
と
京
大
本
の
関
係
を
改
め
て
検
討
す
る
。

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
考
（
筒
井
大
祐
）

五



な
お
、
本
文
の
検
討
に
あ
た
り
、
近
藤
氏
が
古
典
文
庫
所
収
の
際
に
、
仮
に
付

け
ら
れ
た
説
話
番
号
と
説
話
表
題
を
用
い
た
上
で
、
本
書
の
該
当
す
る
本
文
の
丁

数
と
行
数
を
括
弧
で
示
す
。

さ
て
、
新
間
氏
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
、
本
書
と
京
大
本
の
違
い
と
し
て
、
本

書
の
本
文
に
は
、
語
句
が
挿
入
記
号
を
用
い
て
細
字
で
追
筆
し
て
い
る
点
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
追
筆
部
は
、
古
典
文
庫
の
翻
刻
本
文
で
は
、
他
の
本
文
と
区
別
さ

れ
て
い
な
い
。

本
書
の
挿
入
記
号
に
よ
る
細
字
追
筆
部
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
例
え
ば
第
三

話
「
香
椎
宮
の
事
」
で
は
、

仲
哀
ノ
御
宇
九
年
ノ
春
二
月
御
カ
ハ
ネ
ヲ
ハ
武
内
ノ
宿
禰
海
路
ヨ
リ
長
門
国

豊
浦
ノ
宮
ヘ
オ
ク
ル
（
５
丁
表
８
行
目
）

の
本
文
の
「
二
月
」
と
「
御
カ
ハ
ネ
」
の
間
に
挿
入
記
号
を
用
い
て
、

天
皇
崩
シ
給
キ
或
云
親
ア
タ
リ
異
国
ノ
矢
ニ
当
テ
崩
ジ
給
フ
竊
ニ
御
尸
ヲ
武

内
ノ

の
語
句
を
細
字
で
追
筆
す
る
。
こ
の
挿
入
に
よ
り
、
原
文
の
「
御
カ
ハ
ネ
ヲ
ハ
武

内
ノ
」
が
、
追
筆
部
と
重
複
し
た
た
め
、「
御
カ
ハ
ネ
」
の
語
句
を
見
せ
消
ち
と

す
る
。
京
大
本
で
は
、
こ
の
追
筆
部
分
が
本
文
に
取
り
込
ま
れ
、
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

仲
哀
ノ
御
宇
九
年
ノ
春
二
月
ニ
天
皇
崩
シ
タ
マ
ヒ
キ
或
云
親
リ
異
国
ノ
矢
ニ

ア
タ
ツ
テ
崩
シ
タ
マ
フ
ト
云
竊
ニ
御
尸
ヲ
武
内
宿
禰
海
路
ヨ
リ
長
門
豊
浦
ノ

宮
ヱ
送
ル

第
三
一
話
「
別
当
宗
胤
頌
文
の
事

附
八
幡
大
菩
薩
の
心
」
で
は
、

鏡
ニ
善
悪
ノ
形
ヲ
現
カ
如
ク
ニ
非
ス
只
三
学
ノ
力
ヲ
神
剣
ト
シ
テ
利
生
ノ
幡

ヲ
照
ス
ト
也
（

丁
裏
１
行
目
）

の
本
文
の
「
如
ク
ニ
非
ス
」
と
「
只
三
学
ノ
力
」
の
間
に
、

又
莫
野
カ
剣
ノ
敵
ヲ
取
リ
漢
王
ノ
諸
侯
ヲ
伏
セ
シ
剣
ニ
モ
非
ス

の
語
句
を
挿
入
記
号
で
追
筆
し
、
さ
ら
に
「
神
剣
ト
シ
テ
」
と
「
利
生
ノ
幡
ヲ
照

ス
ト
也
」
の
間
に
も
、
次
の

異
国
ノ
敵
ヲ
フ
セ
キ
八
正
道
ヲ
霊
鏡
ト
シ
テ

と
い
う
語
句
を
、
同
じ
く
挿
入
記
号
で
追
筆
す
る
。

こ
の
本
文
は
、
京
大
本
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

鏡
ハ
善
悪
ノ
形
ヲ
現
ス
ル
カ
如
ニ
モ
ア
ラ
ス
又

耶
カ
剣
ノ
敵
ヲ
取
リ
漢
王

ノ
諸
候
ヲ
伏
セ
シ
剣
ニ
モ
ア
ラ
ス
只
三
学
ノ
力
ヲ
神
剣
ト
シ
テ
異
国
ノ
敵
ヲ

フ
セ
キ
八
正
道
ヲ
霊
鏡
ト
シ
テ
利
生
ノ
幡
ヲ
照
ス
也
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ま
た
、
第
四
五
話
「
念
仏
百
万
遍
奉
持
の
女
房
の
事
」
で
も
、
本
書
は
、

其
ノ
ヤ
ウ
ニ
念
仏
ノ
数
ハ
オ
ホ
ヘ
ス
ト
モ
唱
ヘ
居
タ
ル
ナ
ラ
ハ
往
生
ス
ヘ
シ

（

丁
表
６
行
目
）

の
「
居
タ
ル
ナ
ラ
ハ
」
と
「
往
生
ス
ヘ
シ
」
の
間
に
、
挿
入
記
号
を
用
い
て
、

大
菩
薩
ノ
御
心
ニ
一
返
モ
不
洩
留
メ
御
坐
ヘ
シ
故
只
念
仏
ヲ
申
也
数
ヲ
ハ
是

ニ
恥
ソ
ト
御
示
現

と
い
う
語
句
を
追
筆
す
る
。

こ
の
追
筆
部
も
、
京
大
本
で
は
本
文
に
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、

其
様
ニ
念
仏
ノ
数
ハ
不
覚
ト
モ
唱
エ
居
タ
ル
ナ
ラ
ハ
往
生
ス
ヘ
シ
大
菩
薩
ノ

御
心
ニ
一
遍
モ
不
洩
ト
ヽ
メ
マ
シ
マ
ス
ヘ
シ
故
ニ
只
念
仏
ヲ
申
セ
数
ヲ
ハ
是

ニ
ト
ル
ソ
ト
御
示
現
有
リ

と
あ
る
。
但
し
、
京
大
本
で
は
本
書
の
追
筆
部
を
「
往
生
ス
ヘ
シ
」
の
後
に
記
し

て
お
り
、
本
書
と
本
文
が
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
両
書
の
本
文
を
比
較
す
る
と
、
本
書
の
挿
入
記
号
を
用
い
た

細
字
は
、
同
じ
石
清
水
八
幡
宮
内
に
伝
来
し
た
京
大
本
に
拠
り
、
追
筆
さ
れ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
本
書
の
異
本
注
記
を
検
討
す
る
。

新
間
氏
は
、
本
書
と
京
大
本
の
両
書
に
、
共
通
の
注
記
が
あ
る
点
を
指
摘
さ
れ

た
が
、
こ
の
両
書
に
は
、
共
通
し
な
い
異
本
注
記
も
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
第
七
話
「
宇
佐
宮
の
事
」
の
本
書
の
本
文
は
、

山
イ
本

豊
前
国
宇
佐
郡
蓮
台
寺
ノ
フ
モ
ト
（
９
丁
表

行
目
）

と
、「
蓮
台
寺
」
に
「
山
イ
本
」
の
異
本
注
記
が
あ
る
。
こ
の
本
文
は
、
京
大
本

に
は
「
蓮
台
山
」
と
あ
り
、
本
書
の
異
本
注
記
が
京
大
本
の
本
文
と
一
致
し
て
い

る
。
一
方
、
第
五
二
話
「
中
納
言
成
範
作
善
の
事
」
で
は
、
本
書
に
は
、

遙
御
照
見
ア
リ
テ
御
影
向
ア
リ
ケ
リ
ト
云
々
（

丁
表
３
行
目
）

と
あ
る
が
、
京
大
本
で
は
、

見
イ

遙
ニ
御
照
覧
ア
リ
テ
御
影
向
有
ケ
リ
ト
云
云

と
「
御
照
覧
」
に
「
見
イ
」
の
異
本
注
記
が
あ
り
、
本
書
の
本
文
と
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
書
で
は
互
い
の
本
文
と
一
致
す
る
異
本
注
記
も
あ
る
一
方
、

本
書
に
し
か
見
え
な
い
異
本
注
記
も
あ
る
。

第
一
一
話
「
大
宰
大
弐
有
国
神
詠
を
賜
る
事
」
に
は
、身

ト
ソ
成
ヌ
ル
イ
本

ワ
タ
ツ
海
々
ノ
面
モ
シ
ツ
カ
ニ
テ
有
リ
国
ヤ
ス
キ
物
ト
シ
ラ
ス
ヤ
（

丁
表

４
行
目
）

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
考
（
筒
井
大
祐
）
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と
、「
物
ト
シ
ラ
ス
ヤ
」
に
「
身
ト
ソ
成
ヌ
ル
イ
本
」
と
の
異
本
注
記
が
あ
る
が
、

京
大
本
に
は
、
本
書
の
よ
う
な
異
本
注
記
は
示
さ
な
い
。

第
一
二
話
「
石
清
水
八
幡
宮
の
事
」
で
も
、
本
書
に
は
、

十
一
日
イ
本

貞
観
五
季
正
月
廿
一
日
（

丁
表
３
行
目
）

と
、「
廿
一
日
」
に
、「
十
一
日
イ
本
」
の
異
本
注
記
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
京
大

本
は
、
異
本
注
記
を
示
さ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
京
大
本
の
み
に
見
ら
れ
る
異
本
注
記
も
あ
る
。

第
三
〇
話
「
八
幡
大
菩
薩
阿
弥
陀
の
心
を
示
現
の
事
」
の
本
書
の
冒
頭
に
は
、

或
異
人
ノ
御
示
現
云
（

丁
表
４
行
目
）

と
あ
る
が
、
京
大
本
で
は
、

貴
イ

或
異
人
ノ
御
示
現
ニ
曰

と
あ
り
、「
異
人
」
に
「
貴
イ
」
と
い
う
京
大
本
の
み
の
異
本
注
記
を
示
す
。

こ
の
本
文
は
観
智
院
本
で
は
、

或
貴
人
ノ
御
示
現
云

と
あ
り
、
京
大
本
の
異
本
注
記
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
、
京
大
本
の
異
本
注
記
は
、
観
智
院
本
に
拠
っ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
本
書
に
も
、
例
え
ば
、
第
二
九
話
「
神
子
牛
に
化
生
の
事
」
に
、

教
イ
本

仏
爰
ニ
ノ
ソ
ム
ル
ニ
（

丁
裏
６
行
目
）

と
「
爰
ニ
」
に
「
教
イ
本
」
の
異
本
注
記
が
あ
り
、
こ
れ
は
観
智
院
本
の
、

仏
教
ニ
ノ
ソ
ム
ル
ニ

と
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
、
本
書
と
京
大
本
を
比
較
す
る
と
、
第
三
一
話
「
別
当
宗
胤
頌
文
の

事

附
八
幡
大
菩
薩
の
心
」
で
は
、
本
書
の
「
莫
野
」「
諸
侯
」
が
、
京
大
本
で

は
「

耶
」「
諸
候
」
と
あ
り
、
そ
の
用
字
が
異
な
り
、
第
四
五
話
「
念
仏
百
万

辺
奉
持
の
女
房
の
事
」
で
も
、
本
書
の
追
筆
部
が
、
京
大
本
の
本
文
と
は
異
な

る
。こ

の
よ
う
に
本
書
と
京
大
本
で
は
、
異
本
注
記
を
付
す
語
句
や
用
字
が
異
な

り
、
な
お
か
つ
、
観
智
院
本
を
加
え
た
三
書
の
比
較
で
も
、
各
々
、
そ
の
本
文
に

異
同
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
三
書
に
直
接
の
書
承
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

但
し
、
新
間
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
書
と
京
大
本
に
は
、
所
収
説
話
や

注
記
が
共
通
す
る
点
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
影
響
関
係
が
想
定
で
き
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
第
四
〇
話
「
仲
蓮
房
死
骸
を
処
理
す
る
事
」（

丁
表

行

目
）
を
取
り
上
げ
る
。

新
間
氏
は
、
本
説
話
を
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。
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『
巡
拝
記
』
の
説
話
に
は
、
筆
者
の
見
聞
に
も
と
づ
く
も
の
も
あ
る
こ
と
が
、

観
智
院
本
に
の
み
存
在
す
る
本
文
で
明
ら
か
に
な
る
例
が
あ
る
。

此
コ
ト
人
ノ
語
リ
シ
ヲ
略
シ
テ
記
ス
ル
也
委
キ
事
ハ
彼
ノ
僧
ノ
事
ヲ
記
セ
リ

尋
ネ
テ
見
ル
ヘ
シ
（
観
下
㉔
）

観
智
院
本
下
㉔
（
古
典
文
庫
本
下

）
は
、
同
話
が
『
八
幡
愚
童
訓
』
乙
本

「
不
浄
事
」
に
も
見
え
る
。
仲
蓮
房
と
い
う
僧
が
石
清
水
に
参
る
途
中
、
泣

い
て
い
た
若
い
女
の
た
め
に
母
親
の
屍
を
捨
て
て
や
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
・
・
・
観
智
院
本
の
本
文
か
ら
、
仲
蓮
房
の
こ
と
を
記
し
た
記
録
の
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
あ
る
い
は
『
愚
童
訓
』
の
方
は
こ
の
記
録
に
よ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
巡
拝
記
』
の
方
は
こ
れ
と
は
別
に
作
者
の
伝

聞
を
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
辺
に
両
者
の
視
点
が
異
な
る
原
因
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

新
間
氏
は
、
本
説
話
を
「
作
者
の
伝
聞
を
書
き
留
め
た
も
の
」
と
推
定
さ
れ
る

が
、
観
智
院
の
み
に
見
ら
れ
る
記
述
か
ら
、
観
智
院
本
の
本
文
が
、
本
説
話
の
本

来
の
記
述
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
説
話
を
三
書
で
比
較
す
る
と
、
京
大
本
の
本
説
話
の
末
尾
に
は
、

此
僧
衆
一
衣
ヲ
ノ
ソ
ム
事
モ
ナ
ク

と
い
う
本
文
が
あ
る
。
こ
の
「
衆
一
衣
」
と
い
う
語
句
の
意
味
は
取
り
難
い
が
、

古
典
文
庫
で
も
、「
衆
一
エ
」
と
翻
刻
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
観
智
院
本
の
当
該

箇
所
を
見
る
と
、

此
僧
衣
ヒ
ト
エ
ヲ
望
ム
コ
ト
ナ
シ

と
、
そ
の
本
文
は
、
京
大
本
の
「
衆
一
衣
」
と
は
異
な
り
、「
衣
ヒ
ト
エ
」
で
あ

り
、
観
智
院
本
の
本
文
で
は
、
僧
侶
が
布
施
に
、「
衣
ヒ
ト
エ
」
も
望
ま
な
か
っ

た
と
意
味
が
取
れ
る
。
こ
の
観
智
院
と
京
大
本
の
異
同
の
原
因
と
し
て
、「
衣
」

と
「
衆
」
の
字
形
の
類
似
が
考
え
ら
れ
る
。

本
書
で
当
該
箇
所
を
確
認
す
る
と
、「
衣
」
の
字
形
が
崩
れ
て
、「
衆
」
と
も
読

め
る
字
形
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
古
典
文
庫
の
翻
刻
で
も
、
本
書
の
「
衣
」
を

「
衆
」
と
読
み
誤
り
、「
衆
一
エ
」
と
し
て
い
る
が
、
本
来
は
、
観
智
院
本
の
「
衣

ヒ
ト
エ
」
が
正
し
い
本
文
で
あ
り
、
本
書
の
翻
刻
本
文
も
、
正
し
く
は
「
衣
一

エ
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
京
大
本
の
「
衆
一
衣
」
は
、
本
書
の
字

形
の
崩
れ
に
よ
る
「
衣
」
と
「
衆
」
の
書
き
誤
り
を
承
け
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
本
書
と
京
大
本
に
は
、
所
収
説
話
を
始
め
、
注
記
や
錯
簡
な
ど
も
共

通
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
京
大
本
は
、
本
書
の
本
文
を
承
け
て
成
立
し
た
伝
本
で
あ

り
、
そ
の
た
め
本
書
の
書
写
年
代
は
、
京
大
本
の
本
奥
書
の
明
応
四
（
一
四
九

五
）
年
以
前
と
判
断
で
き
る
。

以
上
、『
巡
拝
記
』
の
伝
本
を
取
り
上
げ
て
、
各
々
の
本
文
を
比
較
し
た
。

『
巡
拝
記
』
諸
本
の
内
、
観
智
院
本
は
最
も
祖
本
に
近
い
、
古
態
を
留
め
る
本

文
を
有
す
る
が
、
下
巻
の
み
の
伝
本
で
あ
り
、
所
収
説
話
も
全
三
十
話
で
あ
る
。

ま
た
京
大
本
は
、
本
書
の
本
文
を
承
け
た
伝
本
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
京
大
本
よ
り
も
正
し
い
本
文
を
有
し
て
お
り
、
な
お

か
つ
、
観
智
院
本
よ
り
も
多
い
、
全
五
七
話
の
説
話
を
所
収
す
る
た
め
、『
巡
拝

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
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記
』
考
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記
』
の
伝
本
に
お
い
て
、
最
善
本
で
あ
る
。

ま
た
、
本
書
は
、
上
中
下
を
一
冊
に
書
写
し
た
伝
本
で
あ
り
、
本
書
の
原
本

は
、
上
中
下
の
三
巻
本
と
推
定
で
き
る
が
、
観
智
院
本
は
、
書
写
奥
書
に
「
上
下

帖
」
と
あ
る
た
め
、
そ
の
原
本
は
、
二
冊
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か

ら
も
、
本
書
と
観
智
院
本
は
別
系
統
の
伝
本
に
拠
っ
て
お
り
、
今
後
の
『
巡
拝

記
』
研
究
に
お
い
て
、
そ
の
成
立
や
展
開
を
考
察
す
る
上
で
も
、
観
智
院
本
に
対

置
す
る
伝
本
と
し
て
、
本
書
が
有
す
る
意
義
は
大
き
い
。

三
、『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
の
文
学
史
的
意
義

最
後
に
、『
巡
拝
記
』
の
文
学
史
的
意
義
を
確
認
し
た
い
。

文
学
史
に
お
け
る
『
巡
拝
記
』
の
先
駆
的
研
究
は
、
新
間
進
一
氏
の
今
様
研
究

（

）

で
あ
る
。
新
間
氏
は
、
後
白
河
法
皇
の
今
様
と
関
わ
り
、『
愚
童
訓
』
乙
本
に
所

収
さ
れ
る
説
話
を
検
討
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
見
え
る
「
巡
拝
記
云
」
が
『
八
幡
宮

寺
巡
拝
記
』
を
指
す
事
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、『
巡
拝
記
』
の
中
に
、

『
梁
塵
秘
抄
』
に
所
収
さ
れ
る
今
様
が
見
え
る
点
を
挙
げ
ら
れ
、

時
代
的
に
云
へ
ば
「
秘
抄
」
の
方
が
「
愚
童
訓
」「
巡
拝
記
」
よ
り
も
先
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
の
方
が
あ
な
が
ち
転
訛
し
た
と
も
い
へ
な
い

古
調
を
存
し
て
ゐ
る
。

と
、『
梁
塵
秘
抄
』
と
『
巡
拝
記
』
を
比
較
さ
れ
て
、『
巡
拝
記
』
に
所
収
さ
れ
る

今
様
に
古
態
を
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
文
学
研
究
に
お
い
て
、『
巡
拝
記
』

に
言
及
さ
れ
た
の
は
、
新
間
氏
の
論
考
が
嚆
矢
で
あ
る
が
、
こ
の
『
巡
拝
記
』
研

究
に
画
期
を
な
し
た
の
が
、
近
藤
喜
博
氏
に
よ
り
、
古
典
文
庫
第
三
八
冊
『
中
世

（

）

神
仏
説
話
』
に
、
そ
の
翻
刻
本
文
が
収
録
さ
れ
た
事
で
あ
る
。
近
藤
氏
は
、
そ

の
収
録
に
あ
た
り
、
解
説
に
次
の
よ
う
な
研
究
の
方
向
性
を
示
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
に
含
ま
る
ゝ
説
話
に
関
し
て
は
、
日
本
霊
異
記
・
八
幡
愚
童
訓
或
は

神
道
集
の
説
話
と
比
較
す
べ
き
資
料
を
示
す
・
・
・
及
ん
で
八
幡
愚
童
訓

は
、
本
書
と
同
じ
材
料
よ
り
取
れ
る
と
思
は
る
ゝ
点
が
多
い
の
で
、
そ
の
方

面
の
研
究
も
要
す
る
・
・
・

近
藤
氏
は
、『
巡
拝
記
』
所
収
説
話
と
「
比
較
す
べ
き
資
料
」
に
、『
日
本
霊
異

記
』
や
『
八
幡
愚
童
訓
』、『
神
道
集
』
を
挙
げ
ら
れ
た
上
で
、『
八
幡
愚
童
訓
』

（

）

と
の
共
通
説
話
を
課
題
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
成
立
年
代
を
、

本
書
の
著
作
年
代
は
明
白
で
な
い
が
、
本
文
中
に
引
か
れ
る
年
号
に
求
め
る

と
、
下
巻
の
第
四
十
話
に
、「
弘
長
の
春
比
、
京
ヨ
リ
一
人
ノ
天
台
宗
ノ
僧

云
々
」
と
あ
る
が
、
眼
に
留
る
。
・
・
・
更
に
問
題
は
文
永
弘
安
の
役
に
た

の
ま
れ
た
八
幡
の
霊
威
に
つ
い
て
全
く
筆
に
せ
ず
、
し
て
見
れ
ば
、
弘
長
年

間
以
後
、
文
永
八
年
の
蒙
古
襲
来
以
前
の
四
五
年
間
に
成
立
し
た
、
と
す
る

こ
と
が
妥
当
な
成
立
年
代
と
さ
れ
よ
う
。

と
、
そ
の
内
容
か
ら
「
弘
長
年
間
以
後
、
文
永
八
年
の
蒙
古
襲
来
以
前
の
四
五
年

間
」
と
推
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
現
在
で
も
、『
巡
拝
記
』
の
成
立
年
代
の
指
標

で
あ
る
。
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（

）

さ
ら
に
、
新
城
敏
男
氏
は
、

『
巡
拝
記
』
そ
の
も
の
は
完
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
よ
り
重
要
な
の
は
、

弘
長
年
間
か
ら
文
永
五
年
に
至
る
時
期
に
こ
う
し
た
八
幡
の
霊
験
譚
を
中
心

と
す
る
説
話
集
が
撰
述
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
集
成
さ
れ
た
説

話
・
縁
起
の
ほ
と
ん
ど
が
、
後
の
『
愚
童
訓
』
の
資
料
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
と
こ
ろ
に
『
巡
拝
記
』
の
持
つ
意
義
の
一
つ
が
あ
る
。

と
、『
愚
童
訓
』
の
依
拠
資
料
と
し
て
、『
巡
拝
記
』
の
意
義
を
指
摘
さ
れ
た
。

（

）

新
間
水
緒
氏
は
、
古
代
か
ら
中
世
ま
で
の
説
話
集
に
語
ら
れ
る
八
幡
説
話
を
概

観
さ
れ
、

古
代
か
ら
中
世
ま
で
の
八
幡
説
話
の
変
容
の
あ
ら
ま
し
を
見
て
き
た
が
、
こ

の
よ
う
な
流
れ
の
最
後
尾
に
位
置
す
る
の
が
『
八
幡
宮
巡
拝
記
』
で
あ
る
。

と
、『
巡
拝
記
』
を
八
幡
説
話
の
変
容
の
最
後
尾
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
『
巡
拝
記
』
所
収
説
話
は
、
こ
れ
ま
で
八
幡
縁
起
や
八
幡
説
話
と

の
共
通
説
話
の
指
摘
が
研
究
の
主
眼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
巡
拝
記
』
所
収
説

話
の
文
学
史
的
意
義
は
、
他
の
中
世
文
学
と
の
関
連
に
も
認
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
近
藤
氏
は
、
能
恵
法
師
絵
詞
の
制
作
年
代
を
推
定
す
る
資
料
に
、
第

（

）

一
七
話
「
能
恵
得
業
の
事
」
を
取
り
上
げ
ら
れ
、

能
恵
得
業
絵
巻
の
制
作
年
代
を
求
め
る
に
関
連
し
、
そ
の
裏
付
を
す
る
に
役

立
つ
一
片
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

と
、
そ
の
説
話
を
能
恵
法
師
絵
詞
の
成
立
を
考
察
す
る
傍
証
と
さ
れ
た
。

（

）

佐
竹
昭
広
氏
は
、
第
二
四
話
「
橘
奇
瑞
の
事
」
を
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
内
容
を
分

析
さ
れ
、

一
種
の
「
福
渡
し
」
説
話
と
で
も
称
す
べ
き
こ
の
話
に
、
二
つ
の
重
要
な
問

題
が
含
ま
れ
て
い
る
・
・
・
第
一
は
、
こ
の
八
幡
大
菩
薩
が
、
二
人
の
信
者

に
対
し
て
、
決
し
て
平
等
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
、
こ
と
ば

と
い
う
も
の
が
、
こ
こ
で
は
、
実
際
の
事
物
と
同
等
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上

の
力
を
発
揮
し
て
い
る

と
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
本
説
話
を
端
緒
に
、
中
世
の
思
想
を
読
み

（

）

取
ろ
う
と
さ
れ
た
。

（

）

『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
第
一
本
（
巻
一
）』
は
、
桜
本
中
納
言
の
注
解
に
、

第
五
二
話
「
中
納
言
成
範
作
善
の
事
」
を
挙
げ
、

『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
下
に
は
、
河
内
か
ら
来
た
僧
が
「
法
勝
寺
ノ
東
、
禅

林
寺
ノ
辺
ニ
桜
本
ト
云
フ
所
」
を
訪
ね
て
行
っ
た
所
、「
中
納
言
成
範
ト
云

人
」
が
法
華
経
を
写
し
て
い
た
と
の
記
事
が
あ
る
。「
桜
の
下
」
の
意
は
付

会
で
、
本
来
は
地
名
だ
っ
た
も
の
か

と
記
し
て
お
り
、『
平
家
物
語
』
の
同
時
代
資
料
と
し
て
も
留
意
さ
れ
る
。
な
お
、

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
考
（
筒
井
大
祐
）

一
一



（

）

マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ツ
氏
は
、
本
説
話
を
取
り
上
げ
ら
れ
、

『
転
法
輪
鈔
』
や
『
澄
憲
作
文
集
』
に
も
見
え
る
澄
憲
作
『
参
議
左
兵
衛
督

成
範
卿
御
八
講
結
願
表
白
』
は
、
成
範
と
後
白
河
院
の
関
係
や
深
い
信
仰
心

が
窺
え
、
そ
れ
は
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
に
あ
る
「
中
納
言
成
範
作
善
の

事
」
の
逸
話
の
元
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
、
本
説
話
の
原
拠
を
唱
導
書
に
見
出
さ
れ
た
。

（

）

ま
た
佐
々
木
紀
一
氏
は
、『
王
年
代
記
』
と
、『
平
家
打
聞
』、『
神
道
集
』
に
所

収
さ
れ
る
「
宇
佐
八
幡
縁
起
」
が
『
巡
拝
記
』
と
近
似
す
る
事
を
指
摘
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、『
巡
拝
記
』
自
体
の
成
立
も
今
後
、
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
成
立
を
解
明
す
る
資
料
の
一
つ
に
、
金
沢
文
庫
所
蔵
剱
阿
手
択
本
『
八
幡
略

（

）

縁
起
』
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
『
八
幡
略
縁
起
』
は
、
津
田
徹
英
氏
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
解
説
さ
れ
る
。

本
書
は
そ
の
書
名
や
目
録
に
収
め
ら
れ
た
項
目
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
八
幡
神

関
係
の
縁
起
・
説
話
・
託
宣
等
を
『
政
治
要
略
』『
類
聚
国
史
』『
東
大
寺
八

幡
験
記
』
な
ど
と
い
っ
た
先
行
す
る
書
物
か
ら
抄
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
目
録
に
収
め
ら
れ
た
項
目
に
も
と
づ
く
と
三
十
二
の
略
縁
起
か
ら
な
り
、

現
存
す
る
冊
子
の
表
紙
の
記
載
か
ら
こ
れ
ら
を
七
帖
に
分
け
て
収
め
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
（
た
だ
し
、
七
帖
の
う
ち
に
『
目
録
』
一
帖
分
を
含
め
て
数

え
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
）。
な
お
、
金
沢
文
庫
に
現
存
す
る
の
は
『
目

録
』
お
よ
び
『
第
四
』（
そ
の
内
容
は
第
七
「
筥
崎
宮
記
」
か
ら
は
じ
ま
る
）

以
降
で
、
う
ち
『
第
五
』
と
『
第
七
』
は
断
簡
に
過
ぎ
な
い
が
、
中
世
に
お

い
て
八
幡
神
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
縁
起
・
説
話
類
が
受
容
さ
れ
て
い
た
か

を
窺
い
得
る
資
料
と
し
て
そ
の
存
在
は
貴
重
と
い
え
よ
う
。

『
八
幡
略
縁
起
』
は
零
本
で
、
そ
の
全
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
目
録
に

『
巡
拝
記
』
所
収
説
話
と
共
通
す
る
説
話
表
題
が
見
え
る
点
や
、「
第
七

卅
一

兵
衛
尉
義
経
事
」
の
本
文
が
、
第
五
〇
話
「
山
本
兵
衛
尉
吉
恒
利
生
に
よ
り
流
罪

召
還
事
」
と
同
話
で
あ
る
点
、
東
国
に
お
け
る
八
幡
縁
起
の
受
容
と
い
う
点
か
ら

も
、『
巡
拝
記
』
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

今
後
の
『
巡
拝
記
』
研
究
は
、
八
幡
縁
起
の
成
立
や
八
幡
説
話
の
展
開
の
基
礎

資
料
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
所
収
説
話
の
中
世
文
学
史
に
お
け
る
意
義
の
考
察
も
課

題
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
中
世
に
お
け
る
八
幡
神
（
八
幡
大
菩
薩
）
へ
の
信
仰
の

様
相
を
語
る
、
神
仏
説
話
集
の
側
面
も
再
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
�
）
『
続
石
清
水
八
幡
宮
史
料
叢
書
（
石
清
水
八
幡
宮
文
書
目
録
１
）』（
石
清
水
八
幡

宮
、
一
九
八
五
年
）。

（
�
）
『
補
訂
版

国
書
総
目
録

第
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）。

（
�
）
新
間
水
緒
『
神
仏
説
話
と
説
話
集
の
研
究
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
�
）
前
掲
註
（
�
）
で
は
、
諸
本
に
「
続
群
書
類
従
所
収
『
八
幡
愚
童
訓
』（
乙
本
）

所
引
本
」
を
挙
げ
る
。

（
�
）
近
藤
喜
博
編
『
中
世
神
仏
説
話
』（
古
典
文
庫
、
一
九
五
〇
年
）。

（
�
）
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
附
属
図
書
館
所
蔵
影
写
本
の
複
写
に
拠
る
。

（
�
）
文
化
庁
編
『
戦
災
等
に
よ
る
焼
失
文
化
財
〔
増
訂
版
〕
美
術
工
芸
篇
』（
臨
川
書

店
、
一
九
八
三
年
）。

（
�
）
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
五
号

一
二



ィ
ル
ム
か
ら
の
複
写
に
拠
る
。
複
写
に
際
し
、
東
寺
宝
物
館
の
許
可
を
得
た
。

（
�
）
『
八
幡
宮
巡
拝
記

京
都
大
学
蔵
（
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
二
十
三
）』

（
臨
川
書
店
、
一
九
八
〇
年
）
に
拠
る
。

（

）
前
掲
註
（
�
）。

（

）
新
間
進
一
『
歌
謡
史
の
研
究

そ
の
一

今
様
考
』（
至
文
堂
、
一
九
四
七
年
）。

『
巡
拝
記
』
と
『
梁
塵
秘
抄
』
に
関
す
る
他
の
論
考
に
、
関
口
静
雄
「
本
体
観
世
音

考
」（『
宇
部
国
文
研
究
』
第
十
三
号
、
一
九
八
二
年
三
月
）、「
聖
母
御
歌
考
」

（『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
八
三
年
九
月
）、
松
村
嘉
幸
「『
八
幡
宮
寺

巡
拝
記
』
に
見
え
る
歌
謡
」（『
奈
良
教
育
大
学
国
文
│
研
究
と
教
育
│
』
第
八
号
、

一
九
八
五
年
三
月
）、「『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
に
見
え
る
歌
謡
」（『
日
本
歌
謡
研

究
』
第
二
六
号
、
一
九
八
七
年
二
月
）
等
が
あ
る
。

（

）
前
掲
註
（
�
）。

（

）
『
巡
拝
記
』
と
『
愚
童
訓
』
の
共
通
説
話
に
関
し
て
は
、
日
本
思
想
大
系
『
寺
社

縁
起
』
所
収
「
八
幡
愚
童
訓
」
乙
本
・
頭
注
、
新
城
敏
男
「
中
世
八
幡
信
仰
の
一

考
察
│
『
八
幡
愚
童
訓
』
の
成
立
と
性
格
│
」（
中
野
幡
能
編
『
民
衆
宗
教
史
叢
書

第
二
巻

八
幡
信
仰
』、
一
九
八
五
年
）、
新
間
水
緒
氏
前
掲
註
（
�
）
等
の
論

考
が
あ
る
。

（

）
新
城
氏
前
掲
註
（

）。

（

）
前
掲
註
（
�
）。

（

）
近
藤
喜
博
「
絵
巻
物
詞
書
研
究
の
新
史
料
」（『
国
華
』
六
九
九
号
、
一
九
五
〇

年
六
月
）。
こ
の
他
、『
巡
拝
記
』
と
『
能
恵
法
師
絵
詞
』
に
関
す
る
論
考
に
、
同

氏
「
絵
巻
に
関
す
る
資
料
覚
書
│
能
恵
法
師
伝
と
春
日
権
現
験
記
抄
│
」（『
美
術

史
』
第
二
五
号
、
一
九
五
七
年
三
月
）、
竹
居
明
男
「『
能
恵
法
師
絵
巻
』
と
そ
の

周
辺
│
中
世
八
幡
宮
を
め
ぐ
る
蘇
生
譚
覚
書
│
」（『
國
學
院
雑
誌
』
第
八
八
巻
第

六
号
、
一
九
八
七
年
六
月
）
が
あ
る
。

（

）
佐
竹
昭
広
『
民
話
の
思
想
』（
平
凡
社
、
一
九
七
三
年
）。

（

）
北
川
忠
彦
・
田
口
和
夫
・
関
屋
俊
彦
・
橋
本
朝
生
・
永
井
猛
・
稲
田
秀
雄
校
注

『
天
理
本
狂
言
六
義
（
下
巻
）』（
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
五
年
）
は
、「
三
十
三

鞍
馬
参
」
の
「
ふ
く
わ
た
し
」
の
語
注
に
、
本
話
を
挙
げ
る
。
他
に
、
本
位
田
重

美
『
評
註
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
全
釈
（
改
訂
版
）』（
武
蔵
野
書
院
、
一
九
七
四

年
）、
稲
垣
泰
一
「
橘
と
柑
子
の
話
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集

③
』、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
）、
稲
田
利
徳
「「
三
つ
な
り
の
橘
」
考
」（『
国
語
国

文
』
第
七
五
巻
第
八
号
、
二
〇
〇
六
年
八
月
）
が
、
本
話
を
基
に
、「
橘
」
の
意
義

に
言
及
す
る
。

（

）
延
慶
本
注
釈
の
会
『
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
第
一
本
（
巻
一
）』（
汲
古
書
院
、

二
〇
〇
五
年
）。

（

）
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ツ
「『
勝
賢
表
白
集
』
の
解
読
│
「
桜
町
中
納
言
」
藤
原

成
範
の
妻
子
を
手
が
か
り
に
『
平
家
物
語
』
生
成
の
一
考
察
│
」（
国
立
歴
史
民
俗

博
物
館
＋
松
尾
恒
一
編
『
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
文
化
│
越
境
と
変
容
│
』、
岩
田
書

院
、
二
〇
一
四
年
）。

（

）
佐
々
木
紀
一
「『
王
年
代
記
』
と
『
平
家
打
聞
』・
妙
本
寺
本
『
曽
我
物
語
』・

『
平
家
族
伝
抄
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
（
上
）、（
下
）」（『
国
語
国
文
』
第
七
二
巻

第
十
号
、
第
七
二
巻
第
十
一
号
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
、
一
一
月
）。

（

）
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
『
金
沢
文
庫
の
中
世
神
道
資
料
』（
神
奈
川
県
立
金
沢
文

庫
、
一
九
九
六
年
）
に
、
解
説
と
全
冊
の
翻
刻
が
収
録
さ
れ
る
。
ま
た
、
高
橋
秀

榮
「
平
将
門
の
調
伏
祈
禱
僧
」（
真
鍋
俊
照
『
密
教
美
術
と
歴
史
文
化
』、
法
蔵
館
、

二
〇
一
一
年
）
は
、
平
将
門
説
話
に
関
連
し
て
、『
八
幡
略
縁
起
』
と
『
巡
拝
記
』

第
一
九
話
「
平
将
門
討
る
ゝ
事
」
に
言
及
す
る
。

付
記貴

重
な
資
料
の
閲
覧
、
複
写
を
御
許
可
下
さ
っ
た
石
清
水
八
幡
宮
、
並
び
に
、
大
倉

精
神
文
化
研
究
所
附
属
図
書
館
、
東
寺
宝
物
館
、
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
に
対
し
、

心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
書
の
書
誌
に
関
し
て
は
、
石
清
水
八
幡
宮
で
の
調
査
、
撮
影
に
同
行
し
た
黒
田
彰

氏
の
教
示
を
得
た
。

本
書
の
翻
刻
を
、『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第

号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）、
第

号
（
二
〇
一
九
年
三
月
）
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

（
つ
つ
い

だ
い
す
け

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
特
別
研
究
員
）

石
清
水
八
幡
宮
本
『
八
幡
宮
寺
巡
拝
記
』
考
（
筒
井
大
祐
）

一
三


